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（１）宮城県知事公館の概要

宮城県知事公館の建物は、大正 10 年に旧陸軍第二師団長

の官舎として建築され、昭和 40 年から知事による賓客の接

遇等を目的とした宮城県知事公館として使用している。

また、正門は、仙台城の門を解体・移築したものとされ、

昭和 46 年に県指定有形文化財に指定されている。

【住所】仙台市青葉区広瀬町５番４３号

【土地】敷地面積 4,753.14 ㎡【建物】建物面積 472.99 ㎡

（２）宮城県知事公館の使用状況

   イ 宮城県知事公館の使用目的（知事公館管理規則第２条）

     知事公館管理規則に基づき次の公務による使用を行っている。

・来賓の接遇

・県の主催又は共催する諸会議

・県の施策推進のための会議等知事が特に必要と認めたもの

   ロ 使用状況

     平成 18 年度から一般県民等に対して目的外使用許可を開始しており、現在は目

的外使用が主な使用となっている。（使用例：結婚式や食事会等）

   ■宮城県知事公館の使用件数

宮城県知事公館については、下記の現状と課題を踏まえ、行政財産としての在り方を

見直す必要が生じている。

（１）賓客対応及び公務使用の状況

近年における賓客対応及び公務使用の実績は年間で７件以下となっている。また、

来賓の接遇は利便性などに優れたホテル等での対応が主流となっている。

（２）主な利用者（目的外使用の状況）

利用の多くは、結婚式や食事会等による目的外使用が主な使用実績となっている。

（３）維持管理費

宮城県知事公館の維持管理については、管理人の人件費や施設・設備の維持修繕に

関する費用に加え、施設の老朽化等による修繕も毎年行っているなど、管理経費が増

加傾向にある。

１ 宮城県知事公館について

２ 宮城県知事公館の現状と課題

宮城県知事公館正門
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（１）庁内検討会議の設置

宮城県知事公館の現状と課題を踏まえ、重要な県民の財産である宮城県知事公館

をより多くの県民等に利用してもらうため、都市計画、建築、地域づくり、観光及び

文化財関係課室で組織する庁内検討会議を設置し有効活用方針を検討した。

また、有効活用に関する詳細な検討のため会議内にワーキンググループを設置し、

第１回ワーキンググループにおいて、有効活用の方向性(案)を設定し検討を進めた。

  ■宮城県知事公館の有効活用の方向性(案)

① 宮城県知事公館の本来目的としての用途は終了し、県による運営・維持管理

から新たな付加価値の創出を目的に民間資本の活用を図る。

② 民間事業者の選定に当たっては、宮城県知事公館の敷地を使用し、正門・建

物の外観を生かしたビジネスモデルの提案方式とする。

③ 利活用の用途は、他自治体等を参考に、より多くの県民等に利用してもらう

ための集客施設として活用することを想定する。

■庁内検討会議・ワーキンググループの実施結果

■有効活用の方向性(案)に関するワーキンググループ内での主な意見

①宮城県知事公館は、和洋並置式の近代和風建築として、創建当初の建物本来の構造、

意匠が継承されている点で文化財建造物として価値が高い。（文化財課）

②登録有形文化財建造物への登録については、文化財としての価値を生かしながら

事業者が活用方法を決定し、改修を行った後、必要に応じて登録を検討してはどう

か。（文化財課）

３ 有効活用に向けた検討
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第三回庁内検討会議

（令和６年１２月１６日）

　１　宮城県知事公館の有効活用

　　　方針について

　２　その他

　○　有効活用方針の決定。
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③老朽化や地震等による大規模修繕は、民間事業者で実施できるか確認が必要であ

る。（管財課）

④用途地域は第一種住居地域であり、一定規模の集客施設の立地は可能である。（都

市計画課）

⑤宮城県知事公館に関する建築基準法等の適合状況等について、仕様書を作成する

際には情報を整理して記載することが必要だと考える。（建築宅地課）

（２）有識者への意見聴取

有効活用の参考とするため、都市計画、建築、地域づくり、観光及び文化財に関す

る５名の有識者に令和５年１０月から１１月に訪問し、有効活用の方向性（案）等に

ついてそれぞれの専門分野の視点に基づいた意見の聴取を実施した。

  ■有識者名簿

所属・職名 氏 名 分 野

1 東北工業大学ライフデザイン学部

生活デザイン学科 教授
大沼 正寛

建築、

文化財（建造物）

2 東北大学大学院経済研究科 教授 増田 聡 都市計画

3 宮城学院女子大学現代ビジネス学部

現代ビジネス学科 教授
宮原 育子

地域づくり

（地域再生・活性化）

4 仙台商工会議所 常務理事・事務局長 髙山 秀樹 地域経済

5 （公財）仙台観光国際協会

観光事業部長（兼）受入環境整備課長
小松 智 観光

■有効活用の方向性(案)に関する有識者への意見聴取結果
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（３）ワーキンググループ及び有識者からの意見の整理

■ワーキンググループにおける意見の整理

   ①宮城県知事公館の現状と課題を踏まえ使用目的の用途を終了し、有効活用の方向

性（案）のとおり民間資本の導入により有効活用を図ることが望ましい。

②宮城県知事公館は、県指定有形文化財である正門や創建当初の構造や意匠が継承

されている建物も歴史的建造物として価値があるものであり、これらの特色を生

かした有効活用が望ましい。

③民間資本の導入による活用を考えた場合、土地利用の制限等の条件を整理する必

要がある。

  ■有識者からの意見の整理

①宮城県知事公館の現状と課題を踏まえ使用目的の用途を終了し、民間資本の導入

による活用を図るなど有効活用の方向性（案）については妥当である。

②宮城県知事公館は、歴史的建造物としての正門、建物に加え四季の移ろいや都心の

日本庭園として趣のある庭園等は価値あるものであり、これらの特色を生かした

有効活用が望ましい。

③宮城県知事公館の具体的な有効活用の用途については、より多くの県民等に利用

してもらうための集客施設等の用途が望ましい。

（４）有効活用の検討結果

宮城県知事公館の現状と課題、他自治体の活用状況及び有識者への意見聴取を踏

まえた庁内検討会議（ワーキンググループ）における宮城県知事公館の有効活用に関

する検討結果は下記のとおり。

①宮城県知事公館としての目的を終了し、民間資本を活用する等今後の有効活

用を図ることが望ましい。

②宮城県知事公館の建物、正門、庭園等の特色を生かした有効活用が望ましい。   

③具体的な活用については、より多くの県民等に利用してもらうため集客施設

等の用途が望ましい。

有効活用の検討結果を踏まえ、庁内検討会議において「宮城県知事公館の有効活用方

針」を決定した。

■宮城県知事公館の有効活用方針

「宮城県知事公館としての役割を終了し、より多くの県民等に利用し

ていただくため、建物や庭園等の特色を生かした集客施設等として、

民間資本の導入による活用を目指す。」

今後、「宮城県知事公館の有効活用方針」に基づく有効活用を図るため、具体の事業

内容の検討を進めていく。

４ 宮城県知事公館の有効活用方針

５ 今後の進め方


